
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「２０２３年３月ダイヤ改正について」

の団体交渉において、乗務員への営業

統括センターへの兼務発令は「その他時

間」におけるものであることを確認して

います。しかし、７月３日に Teams配信

された「大宮営業統括センターにおける

大宮車掌区及び大宮運転区社員の業務

拡大について」では、公募により出札や

改札業務を行うことが示されています。 

 大宮地本は大宮支社に対し、議事録確

認違反を指摘し、正式に提案を行い労使

議論を求めてきましたが、支社は指摘を

無視して強行しています。これは明らか

な議事録違反であり、団体交渉確認違

反、不当労働行為です！ 

 いま営業職場は、若手社員の大量退職や新規採用抑制（２０

２３年度・営業職場への新入社員の配属はたった８名！）によ

り、明らかに要員が足りていません。ジョブローテーションに

よる営業職場への強制的な異動も多発しています！この様な

状況だからこそ、大宮地本は労使議論を求めています！ 


